
埼玉県スマート農業導入コスト低減支援事業 
 

全て「はい☑」の場合は 

① まず見積書及びカタログの取得をしてください 

② 見積書とカタログがそろったら、経営診断シートの作成をしましょう 
 

御不明な点がありましたら、東松山農林振興センター農業支援部へ 
お問い合わせください（電話：０４９３－２３－８５８２） 

 この事業でスマート農業機械・施設の導入

を希望しますか 
はい□  

   

 「事業説明パンフレット」を 

一読いただきましたか はい□ 
要件やルールを必ず

御確認ください 

   

 導入したい機械・施設（機種・型式）は決

まっていますか 
はい□ 

機種・型式が具体的

でないと経営診断が

できません 

   

 希望の機械・施設の導入により収益の増加

が見込めますか（規模拡大、省力化、収量・品質

向上 等による） 

はい□ 
希望の機械等の導入

による「収益向上」

が狙いです 

   

 今期の直前期に農業所得の税務申告を行っ

ていますか 
はい□ 

申告実績がない場合

は申請できません 

   

 機械・施設は令和９年３月１９日（金）ま

でに「納品」「支払い」のうえ「実績報告書

の提出」が可能ですか 

（R9.3.19までに納品・支払い・実績報告が 

        終わらないと補助金は出ません） 

はい□ 

期日までに完了しな

い場合は「全額自己

負担」になります 

納期は大丈夫？ 

   

 補助金は「精算払い」ですが大丈夫ですか 

（補助金交付は購入後の「後払い」です） 
はい□ 

補助金交付の前に全

額を自己資金で支払

います 

   

 「経営診断」「補助金交付申請」等の手続

き（書類の提出など）はインターネット経由

で行いますが対応可能ですか 

（申請書の書類はエクセルで行います） 

はい□ 

書類提出はインター

ネット経由、書類作

成はパソコンで行い

ます 

ｖ 

 最初に確認!! 

パンフレットはこちら（県HPへのリンク） 


